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地

域

協

議

会

だ

よ

り

 

平
成
30
年
度
第
３
回
地
域
協
議
会
は
、
10
月
19
日
（
金
）
午
後
２
時
か
ら
二
ツ
井

町
庁
舎
二
階
大
会
議
室
で
開
か
れ
、
行
政
財
産
使
用
料
に
つ
い
て
の
報
告
な
ど
２
件

の
案
件
に
つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。
ま
た
、
同
会
議
終
了
後
、
引
き
続
き
、
本
年
度

第
２
回
目
と
な
る
自
主
研
修
を
開
催
し
、
今
後
の
地
域
自
治
区
及
び
地
域
協
議
会
の

あ
り
方
等
に
つ
い
て
、
意
見
を
交
わ
し
ま
し
た
。 

 

第
3
回
地
域
協
議
会
概
要
は
次
の
と
お
り
（
第
２
回
自
主
研
修
概
要
は
裏
面
掲

載
）
。 

■
報
告
事
項
２

 

子

育

て

支

援

セ

ン

タ
ー
「
さ

ん

ぽ
え
む
」
の
移
転
に
つ
い
て

 

旧

種

梅

保

育

園

か

ら

二

ツ

井

伝

承

ホ
ー
ル
に
移
転
～
詳
細
を
検
討
中

 

 

二
ツ
井
地
域
の
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

「
さ
ん
ぽ
え
む
」
は
、
平
成
16
年
に
廃
止

し
た
旧
種
梅
保
育
園
を
使
用
し
て
事
業
を

行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
建
物
は
昭
和
55
年

の
建
築
で
、
36
年
を
経
過
し
、
雨
漏
り
や

漏
水
等
老
朽
化
が
急
激
に
進
ん
で
き
ま
し

た
。 

 

そ
の
た
め
、
今
後
施
設
を
維
持
し
て
い

く
こ
と
が
難
し
く
、
移
転
す
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
て
お
り
、
移
転
先
に
つ
い
て
は
、

利
便
性
が
良
い
二
ツ
井
地
域
の
中
心
部
で
、

駐
車
場
が
確
保
で
き
る
こ
と
な
ど
を
考
慮

し
、
二
ツ
井
伝
承
ホ
ー
ル
会
議
室
に
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

   
  
  
  
   

 

今
月
、
10
月
５
日
に
は
、
種
梅
地
区
で

の
説
明
会
を
開
催
し
、
了
承
を
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
移
転
は
早
い
時
期
に
行
い
た
い

と
考
え
て
お
り
、
今
後
、
詳
細
が
ま
と
ま

り
次
第
、
関
係
予
算
案
を
計
上
し
、
市
議

会
定
例
会
に
お
諮
り
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。 

 ※

委
員
の
皆
さ
ん
か
ら
、
さ
ん
ぽ
え
む
を
利

用
し
て
い
る
お
母
さ
ん
た
ち
や
保
母
さ
ん
た

ち
の
意
見
も
聞
い
た
う
え
で
計
画
細
部
を
詰

め
て
ほ
し
い
と
要
望
が
あ
り
、
市
で
対
応
を

約
束
し
ま
し
た
。 

裏
面→

第
２
回
自
主
研
修
の
概
要

 

■
報
告
事
項
１

 

行
政
財
産
使
用
料
に
つ
い
て

 

長
年
の
懸
案
事
項
＝
能
代
・
二
ツ

井
両
地
域
の
算
定
基
準
を
統
一
 

 

 

行
政
財
産
使
用
料
と
は
、
例
え
ば
、

市
庁
舎
や
道
の
駅
、
ゆ
っ
ち
ゃ
ん
等

の
公
共
施
設
に
自
動
販
売
機
を
設
置

し
て
い
る
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
う
し
た
ス
ペ
ー
ス
へ
の
設
置
者
か

ら
使
用
料
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
 

 
こ
の
行
政
財
産
使
用
料
に
つ
い
て

は
、
旧
能
代
市
と
旧
二
ツ
井
町
で
算

定
方
法
が
違
い
、
そ
の
統
一
が
合
併

検
討
項
目
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、

な
か
な
か
統
一
で
き
な
い
ま
ま
現
在

に
至
っ
て
い
ま
す
。
 

 
県
内
各
市
に
お
い
て
、
地
区
別
で

定
め
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
一
本

化
さ
れ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
、
土
地

や
建
物
の
公
有
財
産
の
資
産
価
値
に
一

定
の
率
を
乗
じ
て
使
用
料
を
算
定
し
て

い
ま
す
。 

 

こ
れ
ま
で
、
二
ツ
井
地
域
に
お
い
て

は
、
公
有
財
産
台
帳
が
一
部
未
整
備
で
、

能
代
地
域
と
同
様
の
算
定
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
り
ま
し

た
が
、
昨
年
度
、
市
の
財
産
台
帳
の
整

備
が
終
り
、
全
市
的
に
財
産
の
資
産
価

値
に
応
じ
た
使
用
料
の
積
算
が
可
能
と

な
り
ま
し
た
の
で
、
今
回
、
統
一
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

第 ３ 回 地 域 協 議 会 の 様 子 

よ
っ
て
、
二
ツ
井
地
域
の
行
政
財
産
使

用
料
が
現
行
よ
り
も
上
が
る
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
急
激
な
上
昇
を
緩
和
す
る

た
め
、
４
年
程
度
か
け
て
段
階
的
に
引

き
上
げ
て
い
く
措
置
を
講
じ
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。 

 

今
後
、
12
月
の
能
代
市
議
会
定
例
会

に
条
例
の
改
正
案
を
提
出
し
、
来
年
４

月
１
日
か
ら
施
行
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。 

 

現
在
の
能
代
地
域
の
積
算
基
準
は
、
公

有
財
産
の
資
産
価
値
に
、
土
地
は
百
分
の

四
、
建
物
に
つ
い
て
は
百
分
の
七･

三
五

を
乗
じ
た
額
と
な
っ
て
お
り
、
県
内
に
お

け
る
標
準
的
な
額
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

れ
に
統
一
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

な
お
、
算
定
基
準
を
統
一
す
る
こ
と
に 

市
議
会
12
月
定
例
会
に
条
例
改
正
案
・

急
激
な
上
昇
に
段
階
的
引
上
げ
措
置
も 

 



自主研修の様子

平
成
30
年
度
第
２
回
自
主
研
修
は
、
10
月
19
日
（
金
）
午
後
２
時
55
分
か
ら
二
ツ

井
町
庁
舎
三
階
会
議
室
で
開
か
れ
、
自
主
審
議
テ
ー
マ
及
び
今
後
の
進
め
方
等
に

つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。
概
要
は
次
の
と
お
り
。 

二
ツ
井
地
域
の
課
題
と
将
来
を
見
据
え
、

地
域
協
議
会
自
主
審
議
テ
ー
マ
を
決
定 

 

今
回
の
自
主
研
修
で
は
、
今
後
の
二

ツ
井
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
る
う

え
で
、
地
域
協
議
会
と
し
て
何
を
最
重

要
課
題
と
位
置
づ
け
て
検
討
し
て
い
く

べ
き
か
、
協
議
を
行
い
ま
し
た
。 

 

日
頃
感
じ
て
い
る
地
域
の
問
題
や
地

域
協
議
会
で
話
し
合
い
た
い
と
思
う
事

と
し
て
、
委
員
の
皆
さ
ん
か
ら
、
深
刻

化
す
る
鳥
獣
被
害
や
裏
山
崩
落
・
土
砂

災
害
の
懸
念
等
の
地
域
問
題
の
ほ
か
、

増
加
傾
向
に
あ
る
空
家
問
題
や
人
口
減

少
に
よ
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
衰
退

（
マ
ン
パ
ワ
ー
不
足
、
結
の
希
薄
化
）
、

高
齢
化
の
進
行
に
伴
う
交
通
弱
者
・
買

物
弱
者
の
増
加
等
、
人
口
減
少
等
に
伴

う
様
々
な
課
題
が
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
人
口
増
を
図
る
た
め
の
対
策

も
必
要
で
は
あ
る
が
、
人
口
減
に
よ
っ

て
生
ず
る
様
々
な
課
題
に
ど
う
対
応
し

て
地
域
づ
く
り
を
進
め
る
か
を
検
討
し

て
い
く
こ
と
が
今
、
重
要
で
は
な
い
か
、

と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

協
議
の
結
果
、
地
域
・
地
域
住
民
が

主
体
と
な
っ
て
取
り
組
め
る
「
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持
・
存
続
」
を
検
討

テ
ー
マ
と
し
、
今
後
、
改
め
て
諸
課
題

の
洗
い
出
し
と
分
析
を
行
う
と
と
も
に
、

国
内
先
進
地
の
取
組
み
事
例
等
の
調

査
・
研
究
も
行
い
な
が
ら
、
対
応
策
を

検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
今
回
の
第
２
回
自
主
研
修
で

は
、
地
域
自
治
区
の
制
度
内
容
や
全
国

の
状
況
等
に
つ
い
て
も
資
料
を
基
に
理

解
を
深
め
、
委
員
間
で
率
直
に
意
見
を

交
わ
し
ま
し
た
。 

 

二
ツ
井
地
域
自
治
区
の
設
置
期
間
は
、

平
成
33
年
３
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
全
国
的
に
は
、
合
併
特
例
法

に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
地
域
自
治
区
の

多
く
が
、
設
置
期
限
を
迎
え
た
時
点
で

廃
止
さ
れ
、
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
組
織

等
に
移
行
し
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

 
二
ツ
井
地
域
の
将
来
を
見
据
え
、
自

主
審
議
の
も
う
一
つ
の
柱
と
し
て
調

査
・
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。

Ｑ
．
地
域
自
治
区
の
設
置
期
限
っ
て 

 
 

あ
る
の
？ 

 

Ａ
．
元
々
は
平
成
28
年
度
末
ま
で
、
現
在 

 

の
設
置
期
限
は
平
成
33
年
３
月
31
日
。 

  

平
成
18
年
３
月
21
日
の
新
市
発
足
と
同

時
に
、
旧
二
ツ
井
町
の
区
域
に
は
、
合
併
に

対
す
る
地
域
住
民
の
不
安
解
消
と
地
域
住

民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
合
併
特

例
法
に
基
づ
く
地
域
自
治
区
が
設
置
さ
れ

ま
し
た
。 

 

地
域
自
治
区
の
設
置
期
間
に
つ
い
て
、
同

法
で
は
合
併
協
議
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と

さ
れ
て
お
り
、
能
代
市
・
二
ツ
井
町
合
併
協

議
会
で
の
協
議
を
踏
ま
え
て
制
定
し
た
「
地

域
自
治
区
の
設
置
に
関
す
る
条
例
」
で
、
設

置
期
間
を
「
平
成
18
年
３
月
21
日
か
ら
平

成
28
年
３
月
31
日
ま
で
」と
定
め
ま
し
た
。 

 
 

 
 

そ
の
後
、
平
成
23
年
３
月
11
日
に
東
日
本

大
震
災
が
発
生
。
被
災
地
の
み
な
ら
ず
、
全

国
各
地
、
市
町
村
合
併
後
の
合
併
特
例
債

を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
多
大
な
遅
れ

や
影
響
が
生
じ
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
国
で

は
、
合
併
後
10
年
間
と
し
て
い
た
合
併
特
例

債
の
活
用
期
限
を
被
災
地
で
は
さ
ら
に
10

年
間
、
被
災
地
以
外
の
市
町
村
で
は
５
年

間
延
長
す
る
法
律
改
正
を
行
い
、
各
自
治

体
に
対
し
、
合
併
特
例
債
の
活
用
根
拠
と

な
る
新
市
建
設
計
画
の
計
画
期
間
の
延
長

手
続
き
を
求
め
ま
し
た
。 

  
こ
う
し
た
中
、
平
成
27
年
８
月
に
当
時
の

地
域
協
議
会
か
ら
市
長
に
対
し
、
地
域
自

治
区
の
設
置
期
間
延
長
を
求
め
る
意
見
書

が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
市
で
は
、
地
域
協
議

会
の
審
議
事
項
で
も
あ
る
新
市
建
設
計
画

の
計
画
期
間
が
５
年
延
長
さ
れ
た
こ
と
も

踏
ま
え
、
平
成
27
年
12
月
市
議
会
定
例
会

に
地
域
自
治
区
の
設
置
期
間
を
５
年
間
延 

長
す
る
条
例
改
正
案
を
提
出
。
議
会
の
承

認
を
得
て
、
設
置
期
間
が
平
成
33
年
３
月

31
日
ま
で
延
長
に
な
っ
た
も
の
で
す
。 

 

Ｑ
．
地
域
自
治
区
が
廃
止
さ
れ
る
と
、 

 
 

住
所
か
ら
「二
ツ
井
町
」が
消
え
る
？ 

 

Ａ
．
基
本
的
に
は
そ
の
と
お
り
で
す
。 

 

但
し
、
議
会
の
議
決
を
経
て
同
じ
住
所 

 

表
示
と
す
る
道
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

  

新
市
発
足
後
の
二
ツ
井
地
域
の
住
居

（
住
所
）
表
示
は
、
山
本
郡
二
ツ
井
町

○
○
～
か
ら
能
代
市
二
ツ
井
町
○
○
～

と
い
う
よ
う
に
、
山
本
郡
が
能
代
市
に
変

わ
っ
た
だ
け
で
、
大
き
な
変
更
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。 

 

こ
れ
は
、
合
併
特
例
法
に
基
づ
く
地
域

自
治
区
は
、
「
住
居
表
示
に
地
域
自
治
区

名
を
冠
す
る
も
の
と
す
る
」
と
の
規
定
と

と
も
に
、
本
市
の
地
域
自
治
区
の
設
置
に

関
す
る
条
例
に
お
い
て
、
「
地
域
自
治
区
の

名
称
は
二
ツ
井
町
と
す
る
。
」
と
定
め
て
い

る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。 

  

こ
う
し
た
法
律
上
の
特
例
に
基
づ
く
措

置
で
す
の
で
、
地
域
自
治
区
の
設
置
期
間

が
終
了
若
し
く
は
廃
止
さ
れ
た
場
合
に
は
、

地
域
自
治
区
名
で
あ
る
二
ツ
井
町
と
い
う

表
記
は
無
く
な
る
（
で
き
な
く
な
る
）
こ
と

に
な
り
ま
す
。 

 
 

 

た
だ
し
、
住
居
（
住
所
）
表
示
の
変
更
に

関
し
て
は
、
地
方
自
治
法
第
２
６
０
条
に

お
い
て
、
市
町
村
長
が
議
会
の
議
決
を
経

て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
仮
に
地
域
自
治
区
を
廃
止
し
た

場
合
で
も
、
こ
う
し
た
手
続
き
を
経
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
引
き
続
き
同
じ
住
居
（
住

所
）
表
示
と
す
る
こ
と
は
可
能
と
な
っ
て
い

ま
す
。 


